
県 章

目 次

（番号） （題　名） （担当） (頁)

病院事業庁管理規程

5 三重県病院事業庁会計規程の一部を改正する管理規程 ( 病 院 事 業 庁 ) 39

議 会 訓 令

企 業 庁 告 示

34 三重県公衆浴場法施行細則の一部を改正する規則 ( 同 ) 20

公 安 委 規 則

2 三重県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 ( 公 安 委 員 会 ) 30

32 保健師助産師看護師法施行細則の一部を改正する規則 ( 医 務 国 保 課 ) 4

33 クリーニング業法等施行細則の一部を改正する規則

31 三重県予算調製及び執行規則の一部を改正する規則 ( 財 政 課 ) 3

35 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則 (子 育 て 支援 課 ) 23

( 食 品 安 全 課 ) 15

1 公印を廃止する旨 ( 企 業 庁 ) 52

2 三重県議会事務局規程の一部を改正する訓令 52

監 査 委 員 訓 令

1 三重県監査委員処務規程の一部を改正する訓令 ( 監 査 委 員 ) 58

51

( 同 )

( 警 察 本 部 )

51

( 議 会 事 務 局 )

規 則

30 三重県公印規則の一部を改正する規則 (法 務 ・ 文書 課 )

207 地方自治法施行令第158条第1項の規定による手数料の収納事務の委託

告 示

205 道路の供用開始及びその関係図面の縦覧

地方自治法施行令第158条の2第1項の規定による自動車税種別割の収納事務
の委託

206 道路の占用を制限する区域の指定及びその関係図面の縦覧

令和2年3月31日

第　93　号

( 同 )

三重県公報
(火)

毎週火・金曜日発行

3

51

50

( 道 路 管 理 課 )

195 地方自治法施行令第158条第1項の規定による寄附金の収納事務の委託 ( 税 務 企 画 課 ) 39

196 ( 同 ) 40

(農産物安全・流通
課)

( 同 ) 42

大規模小売店舗立地法の規定による大規模小売店舗の変更の届出 (中小企業・サービ
ス産業振興課)

農産物検査法の規定による地域登録検査機関からの登録事項の変更の届出 48

202

197 第7次三重県医療計画の一部として三重県医師確保計画を新たに策定した旨 (地域医療推進課) 40

198 第7次三重県医療計画の一部として三重県外来医療計画を新たに策定した旨

199 児童福祉法施行細則第22条の規定による徴収額 (子 育 て 支援 課 ) 43

200 放置自動車の廃物としての認定 (廃棄物・リサイク
ル課)

48

201

48

203 道路の区域決定及びその関係図面の縦覧 49

204 道路の区域変更及びその関係図面の縦覧 ( 同 )
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建築基準法の規定による道路の指定及び関係図書の縦覧 ( 建 築 開 発 課 ) 63

建築基準法の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の
認定

( 同 ) 64

開発行為に関する工事の完了 ( 同 ) 64

令和2年二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に係る受験申込手続の変
更

( 同 ) 64

2 三重県監査委員事務局規程の一部を改正する訓令 ( 監 査 委 員 ) 59

正 誤

公 告

同件

( 獣 害 対 策 課 ) 62

( 同 )

令和2年3月13日付け三重県公報第88号 ( 道 路 管 理 課 )

公共測量が終了した旨の通知 ( 同 ) 63

62

第二種特定鳥獣管理計画（イノシシ）の変更

基本測量が終了した旨の通知

( 農 地 調 整 課 )土地改良事業計画を定めた旨及びその関係書類の縦覧

( 同 ) 63

66

基本測量を実施する旨の通知 ( 公 共 用 地 課 ) 62

63
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規 則 

 

 三 重 県 公 印 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 二 年 三 月 三 十 一 日  

三  重  県 知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 三 十 号  

   三 重 県 公 印 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 公 印 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 三 重 県 規 則 第 五 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 二 条 中 第 二 十 号 を 第 二 十 二 号 と し 、 第 十 九 号 を 第 二 十 一 号 と し 、 第 十 八 号 を 第 十 九 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の

一 号 を 加 え る 。  

 二 十  企 業 出 納 員 印  

 第 二 条 中 第 十 七 号 を 第 十 八 号 と し 、 第 十 二 号 か ら 第 十 六 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 十 一 号 の 次 に 次 の 一 号

を 加 え る 。  

 十 二  県 土 整 備 部 理 事 印  

別 表 雇 用 経 済 部 観 光 局 長 印 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

別 表 出 納 員 印 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 予 算 調 製 及 び 執 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日  

三  重  県 知  事   鈴   木   英   敬  

三 重 県 規 則 第 三 十 一 号  

三 重 県 予 算 調 製 及 び 執 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 予 算 調 製 及 び 執 行 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

目 次  目 次  

県 土 整  

備 部 理  

事 印  

方 二 三  

 

三
重

県

県
土

整
備

部

理
事

之
印
 

 

て ん 書  木  公 文 書 用  県 土 整 備 部  

企 業 出  

納 員 印  

方 二 一  

 

三
重

県
流

域

下
水

道
事

業

企
業
出
納
員
印
 

 

て ん 書  木  出 納 事 務 用  県 土 整 備 部  

方 二 一  

 

三
重

県
流

域

下
水

道
事

業

企
業
出
納
員
印
 

（
 

 
 
）

 

 

て ん 書  木  出 納 事 務 用  

北 勢 流 域 下 水 道 事

務 所 （ 二 ）  

中 南 勢 流 域 下 水 道

事 務 所 （ 三 ）  
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第 一 章 ～ 第 三 章  （ 略 ）  第 一 章 ～ 第 三 章  （ 略 ）  

第 四 章  特 例 （ 第 二 十 条 ）   
附 則  附 則  

（ 予 算 の 調 製 方 針 ）  （ 予 算 の 調 製 方 針 ）  

第 五 条  総 務 部 長 は 、 知 事 の 命 を 受 け 、 予 算 調 製 の

方 針 を 定 め 、 主 務 部 長 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 毎 会 計 年 度 の 当 初 予 算 の 調 製 の 場 合 を 除

き 、 方 針 を 定 め な い こ と が で き る 。  

第 五 条  総 務 部 長 は 、 知 事 の 命 を 受 け 、 予 算 調 製 の

都 度 そ の 方 針 を 定 め 、 主 務 部 長 に 通 知 し な け れ ば

な ら な い 。  

（ 予 算 見 積 書 の 作 成 ）  （ 予 算 見 積 書 の 作 成 ）  

第 六 条  （ 略 ）  第 六 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 規 定 は 、 主 務 部 長 が 予 算 の 補 正 を 必 要 と

す る 場 合 に 準 用 す る 。  

 

（ 合 議 ）  （ 合 議 ）  

第 十 七 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て は 、 財 政

課 長 （ 特 に 重 要 又 は 異 例 に 属 す る も の に あ っ て は 、

総 務 部 長 ） に 合 議 し な け れ ば な ら な い 。  

第 十 七 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て は 、 財 政

課 長 （ 特 に 重 要 又 は 異 例 に 属 す る も の に あ っ て は 、

総 務 部 長 ） に 合 議 し な け れ ば な ら な い 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

三  負 担 付 き の 寄 附 の 採 納 に 関 す る こ と 。  三  寄 附 （ 負 担 付 き で な い 評 価 額 一 千 万 円 未 満 の

物 品 の 寄 附 を 除 く 。 ） の 採 納 に 関 す る こ と 。  

四 ～ 六  （ 略 ）  四 ～ 六  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

第 十 九 条  （ 略 ）  第 十 九 条  （ 略 ）  

第 四 章  特 例   

第 二 十 条  三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 に お け る 第 三 条 第

一 項 及 び 第 二 項 の 区 分 は 、 毎 年 度 予 算 及 び 予 算 実

施 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

２  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 三 重 県 流 域 下 水 道 事

業 の 予 算 の 調 製 及 び 執 行 に つ い て は 、 別 段 の 定 め

が あ る も の を 除 き 、 こ の 規 則 の 規 定 を 準 用 す る 。  

 

   附  則     附  則  

１  （ 略 ）  （ 略 ）  

２  第 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 歳 出 予 算 に 係 る 節 の 区

分 に つ い て は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 令 和 三 年 三

月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 地 方 自 治 法 施 行 規 則 の 一

部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 三 十 一 年 総 務 省 令 第 三 十

七 号 ） に よ る 改 正 前 の 地 方 自 治 法 施 行 規 則 に 規 定

す る 歳 出 予 算 に 係 る 節 の 区 分 に よ る 。  

 

附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日  

三  重  県 知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 三 十 二 号  

保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 四 年 三 重 県 規 則 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 准 看 護 師 免 許 証 の 様 式 ）  （ 提 出 書 類 の 経 由 機 関 ）  

第 二 条  法 十 二 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 准 看 護 師 免 許 第 二 条  法 令 又 は 施 行 規 則 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出
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証 の 様 式 は 、 第 一 号 様 式 に よ る 。  す る 書 類 は 、 全 て 住 所 地 を 管 轄 す る 保 健 所 長 を 経

由 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 業 務 従 事 者 届 に

つ い て は 、 就 業 地 を 管 轄 す る 保 健 所 長 を 経 由 す る

も の と す る 。  

（ 申 請 書 等 の 様 式 ）  （ 申 請 書 等 の 様 式 ）  

第 三 条  令 及 び 施 行 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 知

事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 書 類 の う ち 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 書 類 の 様 式 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定

め る と こ ろ に よ る 。  

第 三 条  令 及 び 施 行 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 知

事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 書 類 の う ち 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 書 類 の 様 式 は 、 当 該 各 号 の 下 欄 に 定 め

る と こ ろ に よ る も の と す る 。  

一  令 第 一 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る 准 看 護 師 免

許 申 請 書  第 一 号 様 式 の 二  

一  令 第 一 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 准 看 護 師 免 許 申

請 書  第 一 号 様 式  

二 ～ 八  （ 略 ）  二 ～ 八  （ 略 ）  

第 一 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 1 号様式（第 2条関係） 

 

 

 

准 看 護 師 免 許 証 

                        本籍地都道府県名（国籍） 

                         氏 名 

                         年  月  日生 

保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）により准看護師の免許を与えるよ

ってこの証を交付する 

 

      年  月  日 

 

三重県准看護師籍登録 

本免許は  年  月  日第  号 

をもって准看護師籍に登録した 

 

                      三重県知事       印 
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第 一 号 様 式 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。  
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第 1 号様式の 2（第 3条関係） 

 

第１号様式の２（第３条関係） 

三  重  県  証  紙 

貼     付     欄 

准 看 護 師 免 許 申 請 書 

１ 試験合格      年   月   日 第    回 
都 道 

府 県 

２ 罰金以上の刑に処せられたことの有無（有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日） 

  有・無                                       

３ 准看護師の業務に関する犯罪又は不正行為を行ったことの有無（有の場合、違反の事 

実及び年月日） 有・無                              

 ４ 旧姓併記の希望の有無 

   有・無 

 

上記により准看護師免許証の交付を申請します。 

年   月   日 

三重県知事 宛て 

本  籍 

（ 国 籍 ） 

都 道 

府 県 

 

住  所 
〒 

連絡先電話番号       （      ） 

 

 

生年月日         年   月   日 

添付書類  

１ 戸籍抄本（謄本）又は住民票の写し（本籍が記載され、かつ個人番号の記載のないものに限る。） 

（発行の日から６か月以内のもの） 

２ 准看護師試験合格証書の写し 

３ 診断書（発行の日から１か月以内のもの） 

ふりがな （氏） （名） 性 別 印 

氏  名 

  男  

（旧姓）  女 

通 称 名 
 

 

令和2年3月31日 三　重　県　公　報 第　93　号

8



第 二 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 2 号様式（第 3条関係） 

 

第２号様式（第３条関係） 

三  重  県  証  紙 
貼     付     欄  

准看護師籍訂正及び免許証書換え交付申請書 

 

１ 登録年月日    年   月   日 

 

２ 登 録 番 号   第         号 

 

３ 変更が生じた事項 

 変   更   前 変 更 後（第１回） 変 更 後（第２回） 

本  籍 

（国 籍） 

都 道 

府 県 

都 道 

府 県 

都 道 

府 県 

ふりがな (氏 ) (名 ) (氏 ) (名 ) (氏 ) (名 ) 

氏  名 

      

（旧姓）  （旧姓）   （旧姓）  

旧姓併記の希望  有 ・ 無 有 ・ 無 

通 称 名 
      

 

変更の事由 
 

 

上記により准看護師籍訂正及び免許証書換え交付を申請します。  

 

年   月   日 

三重県知事 宛て 

住 所  〒 

就 業 場 所 の 所 在 地   

連 絡 先 電 話 番 号       （     ）  

氏 名   印  

生 年 月 日           年   月   日  

添付書類   １  戸籍抄本（謄本）（発行の日から６か月以内のもの）  

２ 准看護師免許証  

３ 提出期限（30 日）を過ぎたときは、遅延理由書  
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第 四 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 4 号様式（第 3条関係） 

 

 

 

第４号様式（第３条関係） 

三  重  県  証  紙 

貼     付     欄 

准 看 護 師 免 許 証 再 交 付 申 請 書 

 

１ 登録年月日    年   月   日 

 

２ 登 録 番 号   第         号 

 

３ 再交付の理由 （ 損 傷  ・  亡 失  ） 

 

上記により准看護師免許証の再交付を申請します。 

 

                        年   月   日 

三重県知事 宛て 

本     籍 

（ 国 籍 ） 

都 道 

府 県 

住      所 

〒 

就業場所の所在地  

連絡先電話番号      （     ） 

ふ り が な （氏） （名） 

印  

氏      名 

  

（旧姓）    

通  称  名 
  

生 年 月 日       年   月   日 

添付書類  

１ 再交付に関する調査書 

２ 戸籍抄本（謄本）又は住民票の写し（本籍が記載され、かつ個人番号の記載のないものに限る。）

（発行の日から６か月以内のもの） 

３ 損傷の場合は、損傷した免許証 
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第 五 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 5 号様式（第 3条関係） 

 

 

 

准 看 護 師 試 験 受 験 願 書 

 

三 重 県 証 紙 貼 付 欄 

 

本  籍（国籍）  

住  所 
〒 
 
 

ふりがな 
氏  名  

 
年  月  日 

生 

学歴 
中学校若しくは義 
務教育学校卒業又 
は中等教育学校前 
期課程修了から記 
入してください。 

 

連絡先電話番号        （      ） 

上記により、准看護師試験を受験したいので申請します。 

 

         年   月   日 

氏   名              ㊞ 

三重県知事 宛て 

 
（注意）１ 字は、インク、ボールペン等（黒又は青に限る。）を用い、楷書ではっきりと

書くこと。 
２ 三重県収入証紙には、消印をしないこと。 
３ 氏名については、記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。 
４ 以下、※印の欄には、記入しないこと。 

 
※受験番号 ※コード ※保健所受付欄 

 

保健所  

 学校  

本籍  
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附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ

て い る 申 請 書 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書

と み な す 。  

 

ク リ ー ニ ン グ 業 法 等 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日  

                        三  重  県  知 事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 三 十 三 号  

ク リ ー ニ ン グ 業 法 等 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

ク リ ー ニ ン グ 業 法 等 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 二 年 三 重 県 規 則 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 開 設 届 出 ）  

第 四 条  施 行 規 則 第 一 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 開 設

の 届 出 は 、 第 一 号 様 式 に よ る も の と し 、 次 の 書 類

を 添 え て 、 当 該 開 設 地 を 管 轄 す る 保 健 所 長 に 届 け

出 な け れ ば な ら な い 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  

 

 

 

 

２  施 行 規 則 第 一 条 の 三 第 二 項 に 規 定 す る 営 業 の 届

出 は 、 第 一 号 様 式 の 二 に よ る も の と し 、 次 の 書 類

を 添 え て 、 当 該 営 業 区 域 を 管 轄 す る 保 健 所 長 に 届

け 出 な け れ ば な ら な い 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  

 

３  （ 略 ）  

（ 開 設 届 出 ）  

第 四 条  施 行 規 則 第 一 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 開 設

の 届 出 は 、 第 一 号 様 式 に よ る も の と し 、 次 の 書 類

を 添 え て 、 当 該 開 設 地 を 管 轄 す る 保 健 所 長 に 届 け

出 な け れ ば な ら な い 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  

三  営 業 者 （ ク リ ー ニ ン グ 師 で あ つ て 、 か つ 、 そ の

開 設 す る ク リ ー ニ ン グ 所 を 自 ら 管 理 す る 場 合 以

外 に あ つ て は 、 ク リ ー ニ ン グ 師 で あ る 管 理 人 を

含 む 。 ） の 履 歴 書  

２  施 行 規 則 第 一 条 の 三 第 二 項 に 規 定 す る 営 業 の 届

出 は 、 第 一 号 様 式 の 二 に よ る も の と し 、 次 の 書 類

を 添 え て 、 当 該 営 業 区 域 を 管 轄 す る 保 健 所 長 に 届

け 出 な け れ ば な ら な い 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  

三  営 業 者 の 履 歴 書  

３  （ 略 ）  

第 一 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 1号様式（第 4条関係） 

 

            クリーニング所開設届出書 

                                 年  月  日 

 

 三重県    保健所長 宛て 

 

                      住 所 

 

                  営業者 

 

                      氏 名              印 

 

クリーニング所を開設したいのでクリーニング業法第 5 条第 1 項の規定により、下記の

とおり届け出ます｡ 

 

記 

 

１ クリーニング所の名称 

 

２ クリーニング所の所在地 

 

３ クリーニング所開設の予定年月日 

 

４ クリーニング所の構造及び設備の概要（別紙） 

 

５ 営業者（管理人を置いたときは､その管理人を含む。）の氏名､本籍及び生年月日又は名

称並びに住所 

 

６ 従事者中にクリーニング師のある場合には、その本籍、住所、氏名及び生年月日並び

に登録番号 

 

７ 従事者数 

 

８ 洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所にあっては、その旨 

 

９ クリーニング業法第 3 条第 3 項第 5 号に規定する洗たく物を取り扱わないクリーニン

グ所にあっては、その旨 
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（別紙） 

          クリーニング所の構造及び設備の概要 

 

 

 

選 別 場 

構 築 材 料 床  側壁  

面       積                    ㎡ 

採光､換気､照明､防湿

の状況 

 

 

 

 

洗   場 

構 築 材 料 床  側壁  

面        積                    ㎡ 

排 水 設 備 屋外  屋内  

採光､換気､照明､防湿

の状況 

 

 

乾 燥 場 

構 築 材 料 屋外  屋内  

面        積 屋外       ㎡ 屋内      ㎡ 

 

 

 

仕 上 場 

構 築 材 料     

面        積                     ㎡ 

  器具及び個数  

採光､換気､照明､防湿

の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 

仕上整理戸棚数及び 

状況 

 

集配容器数及び状況  

洗たく物（既 末）収

納容器数及び状況 

 

指定洗たく物の収納容

器及び状況 

 

上記以外の消毒処置状

況 

 

おむつ、下着類を取扱

う場合のし尿浄化方法 

 

 添付書類 クリーニング業法施行細則第 4条に規定するものとする｡ 
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第 五 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 5号様式（第 7条関係） 

 
クリーニング師試験受験申込書 

年  月  日   

   三重県知事  宛て 

氏 名            

  クリーニング師試験を受けたいから、クリーニング業法施行規則第 3 条の

規定により受験申込書を提出します。 

 １ 本籍地、住所、氏名及び生年月日 

 

 

  添付書類 

  １ 履 歴 書 

  ２ 写真（受験申込前 6 箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦 4.5 セン

チメートル横 3.5 センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及

び氏名を記載すること。） 

  ３ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 57 条に規定する資格のある

ことを証する書類 
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附  則  

（ 施 行 期 日 ）  
１  こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 、 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の ク リ ー ニ ン グ 業 法 等 施 行 細 則 （ 次 項 に お い て 「 旧 規 則 」

と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 届 出 書 そ の 他 の 書 類 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の ク リ ー ニ ン グ 業 法

等 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 届 出 書 そ の 他 の 書 類 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 基 づ い て 作 成 さ れ て い る 用 紙 等 は 、 こ の 規 則 施 行 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、

所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

三 重 県 公 衆 浴 場 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日  

                        三  重  県  知 事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 三 十 四 号  

三 重 県 公 衆 浴 場 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 公 衆 浴 場 法 施 行 細 則 （ 平 成 八 年 三 重 県 規 則 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 許 可 の 申 請 ）  （ 許 可 の 申 請 ）  

第 二 条  省 令 第 一 条 の 規 定 に よ る 営 業 許 可 の 申 請

は 、 第 一 号 様 式 に よ る も の と し 、 次 に 掲 げ る 書 類

を 添 付 し て 行 わ な け れ ば ば ら な い 。  

第 二 条  省 令 第 一 条 の 規 定 に よ る 営 業 許 可 の 申 請

は 、 第 一 号 様 式 に よ る も の と す る 。  

一  法 人 に あ っ て は 、 定 款 又 は 寄 附 行 為 の 写 し  

二  公 衆 浴 場 の 構 造 設 備 の 仕 様 書 及 び 平 面 図  

三  温 泉 の 含 有 物 質 又 は 医 薬 品 等 を 原 料 と し た 薬

湯 を 使 用 す る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 物 質 又 は 医

薬 品 等 の 名 称 、 成 分 、 用 法 、 用 量 及 び 効 能 を 記 載

し た 書 類  

四  普 通 公 衆 浴 場 に あ っ て は 、 当 該 普 通 公 衆 浴 場

を 中 心 と し た 半 径 二 百 八 十 メ ー ト ル の 地 域 内 の

見 取 図  

五  水 道 水 以 外 の 水 を 使 用 す る 場 合 に あ っ て は 、

水 質 検 査 成 績 書 の 写 し  

 

（ 水 質 基 準 ）   （ 水 質 基 準 ）  

第 七 条  条 例 第 四 条 第 一 項 第 二 号 ロ の 規 則 で 定 め る

水 質 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

第 七 条  条 例 第 四 条 第 一 項 第 二 号 ロ の 規 則 で 定 め る

水 質 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  （ 略 ）  

二  有 機 物 （ 全 有 機 炭 素 （ Ｔ Ｏ Ｃ ） の 量 ） は 、 一 リ

ッ ト ル に つ き 八 ミ リ グ ラ ム を 超 え な い こ と 又

は 、 過 マ ン ガ ン 酸 カ リ ウ ム 消 費 量 は 、 一 リ ッ ト ル

に つ き 二 十 五 ミ リ グ ラ ム を 超 え な い こ と 。  

三  大 腸 菌 群 （ グ ラ ム 陰 性 の 無 芽 胞 性 の 桿
か ん

菌 で あ

っ て 、 乳 糖 を 分 解 し て 、 酸 と ガ ス を 形 成 す る 全 て

の 好 気 性 又 は 通 性 嫌 気 性 の 菌 を い う 。 ） は 、 一 ミ

リ リ ッ ト ル に つ き 一 個 を 超 え な い こ と 。  

四  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

一  （ 略 ）  

二  過 マ ン ガ ン 酸 カ リ ウ ム 消 費 量 は 、 一 リ ッ ト ル

に つ き 二 十 五 ミ リ グ ラ ム を 超 え な い こ と 。  

 

 

三  大 腸 菌 群 は 、 一 ミ リ リ ッ ト ル に つ き 一 個 を 超

え な い こ と 。  

 

 

四  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

第 一 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 1号様式（第 2条関係） 

        公 衆 浴 場 営 業 許 可 申 請 書 

                                 年  月  日 

三重県     保健所長様 

                     申請者 

                     住   所 〒 

                     フリガナ 

                     氏名又は名称及 

                     び代表者氏名           印 

                     ＴＥＬ 

公衆浴場営業の許可を受けたいので､公衆浴場法第 2 条第 1項の規定により申請します。 

記 

１ 公衆浴場の名称及び所在地 

 

２ 公衆浴場の種類 

 

３ 衛生等の状況（別表） 

 

４ 営業開始予定年月日 

 

備考 

１ 次の書類を添付すること｡ 

（１）法人にあっては､定款又は寄附行為の写し 

（２）公衆浴場の構造設備の仕様書及び平面図 

（３）温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する場合にあっては、そ

の物質又は医薬品等の名称、成分､用法､用量及び効能を記載した書類 

（４）普通公衆浴場にあっては､当該普通公衆浴場を中心とした半径 280 メートルの地

域内の見取図 

（５）水道水以外の水を使用する場合にあっては、水質検査成績書の写し 

２ 申請者が個人の場合は､生年月日を氏名の下欄に記載すること｡ 
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別表                    衛 生 等 の 状 況 

敷地面積      ㎡ 建築面積    ㎡  建築様式（構造）  

換気及び採光又は

照明の状況 

 

保温及び衛生の状

況 

浴槽の湯及び上がり湯

の取水源 

  水道水 ・ 井戸水 ・ その他 

飲料水の取水源   水道水 ・ 井戸水 ・ その他 

 

 

 

 

 

 

構造設備の状況 

男女の区別  

脱衣室の床面積 男                 ㎡ 

女                 ㎡   

洗い場の床面積 男                 ㎡   

女                 ㎡ 

浴槽の有効面積 男                 ㎡ 

女                 ㎡ 

飲料水を供給する設備 男  

女  

浴室の床面の傾斜及び

材料 

 

        /100 

浴室の床面、内壁及び浴

槽の耐水性 

 

給湯栓及び給水栓 男  

女  

浴槽の側壁の高さ  

便      所 男  流水式 手洗

設備 

 

女  

 

 

 

サウナ室又は 

サウナ設備 

男女の区別  

床面、内壁及び 

天井の耐熱性 

 

床面の傾斜 /100 

蒸気又は熱気に対する

安全措置 

 

給気口及び排気口  

温度調節設備  

室内を容易に見通すこ

とができる窓 

 

温度計、非常用ブザー等  
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